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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成25年10月31日(2013.10.31)

【公開番号】特開2013-32405(P2013-32405A)
【公開日】平成25年2月14日(2013.2.14)
【年通号数】公開・登録公報2013-008
【出願番号】特願2012-255574(P2012-255574)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｆ   9/165    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｆ   9/165   　　　Ｌ

【手続補正書】
【提出日】平成25年9月17日(2013.9.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医薬品グレードのマラチオンを含む医薬製剤であって、前記医薬品グレードのマラチオ
ンが０．１％(w/w)未満のMeOOSPO、０．１％(w/w)未満のMeOSSPO、０．２％(w/w)未満のM
eOOSPS、０．１％(w/w)未満のマラオクソン、０．１％(w/w)未満のイソマラチオン、及び
０．１％(w/w)未満のいずれかのその他の検出しうる不純物を含む、医薬製剤。
【請求項２】
　９９％(w/w)より高い純度を有する医薬品グレードのマラチオンを含む、請求項１記載
の医薬製剤。
【請求項３】
　前記製剤中のマラチオンが０．０５％(w/w)未満のMeOOSPOを含む、請求項１記載の医薬
製剤。
【請求項４】
　前記製剤中のマラチオンが０．０４％(w/w)未満のMeOOSPOを含む、請求項１記載の医薬
製剤。
【請求項５】
　前記製剤中のマラチオンが０．０２％(w/w)未満のMeOSSPOを含む、請求項１記載の医薬
製剤。
【請求項６】
　前記製剤中のマラチオンが０．０８％(w/w)未満のメチルマラチオンを含む、請求項１
記載の医薬製剤。
【請求項７】
　前記製剤中のマラチオンが０．０６％(w/w)未満のメチルマラチオンを含む、請求項１
記載の医薬製剤。
【請求項８】
　前記製剤中のマラチオンが０．０５％(w/w)未満のイソマラチオンを含む、請求項１記
載の医薬製剤。
【請求項９】
　前記製剤中のマラチオンが０．０２％(w/w)未満のイソマラチオンを含む、請求項１記
載の医薬製剤。
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【請求項１０】
　前記製剤中のマラチオンが０．２％(w/w)未満のジエチルフマレート及び０．２％(w/w)
未満のジメチルマラチオンを含む、請求項１記載の医薬製剤。
【請求項１１】
　前記製剤中のマラチオンが０．０５％(w/w)未満のマラオクソンを含む、請求項１記載
の医薬製剤。
【請求項１２】
　前記製剤中のマラチオンが０．１％(w/w)未満のMeOOSPSを含む、請求項１記載の医薬製
剤。
【請求項１３】
　２５℃及び６０％の相対湿度における３ヵ月の貯蔵後、イソマラチオンの量が０．１％
(w/w)以下である、請求項１記載の医薬製剤。
【請求項１４】
　４０℃及び７５％の相対湿度における３ヵ月の貯蔵後、イソマラチオンの量が０．１％
(w/w)未満である、請求項１記載の医薬製剤。
【請求項１５】
　テルピネオール、ジペンテン、松葉油及びイソプロピルアルコールを更に含む、請求項
１記載の医薬製剤。
【請求項１６】
　７０％(w/w)以上のイソプロピルアルコールを含む、請求項１５記載の医薬製剤。
【請求項１７】
　１２．６７２％(w/w)のテルピネオール、１０．４９３％(w/w)のジペンテン及び０．２
８４％(w/w)の松葉油を含む、請求項１５記載の医薬製剤。
【請求項１８】
　ローション、ゲル、クリーム又は溶液である、請求項１５記載の医薬製剤。
【請求項１９】
　５℃における３ヵ月の貯蔵後、イソマラチオンの量が０．０５％(w/w)未満である、請
求項１記載の医薬製剤。
【請求項２０】
　２５℃及び６０％の相対湿度における３ヵ月の貯蔵後、イソマラチオンの量が０．０５
％(w/w)未満である、請求項１記載の医薬製剤。
【請求項２１】
　４０℃及び７５％の相対湿度における３ヵ月の貯蔵後、イソマラチオンの量が０．０７
％(w/w)以下である、請求項１記載の医薬製剤。
【請求項２２】
　ゲルである請求項１記載の医薬製剤。
【請求項２３】
　マラチオンが９９．０％(w/w)より高い純度を有する、請求項２２記載の医薬製剤。
【請求項２４】
　０．６５％(w/w)の医薬品グレードのマラチオンを含む、請求項２２記載の医薬製剤。
【請求項２５】
　テルピネオール、ジペンテン、松葉油及びイソプロピルアルコールを更に含む、請求項
２２記載の医薬製剤。
【請求項２６】
　医薬品グレードのマラチオンを含む医薬製剤であって、前記医薬品グレードのマラチオ
ンが９８．５％より高い純度を有し、０．１％(w/w)未満のMeOOSPO、０．１％(w/w)未満
のMeOSSPO、０．２％(w/w)未満のMeOOSPS、０．１％(w/w)未満のマラオクソン、０．１％
(w/w)未満のイソマラチオン、及び０．１％(w/w)未満のいずれかのその他の検出しうる不
純物を含む、医薬製剤。
【請求項２７】
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　ローションである、請求項２６記載の医薬製剤。
【請求項２８】
　ゲルである、請求項２６記載の医薬製剤。
【請求項２９】
　ローションである、請求項１記載の医薬製剤。
【請求項３０】
　９９％(w/w)より高い純度を有する医薬品グレードのマラチオンを含む、請求項２９記
載の医薬製剤。
【請求項３１】
　前記製剤中のマラチオンが０．０５％(w/w)未満のMeOOSPOを含む、請求項２９記載の医
薬製剤。
【請求項３２】
　前記製剤中のマラチオンが０．０５％(w/w)未満のイソマラチオンを含む、請求項２９
記載の医薬製剤。
【請求項３３】
　前記製剤中のマラチオンが０．２％(w/w)未満のジエチルフマレート及び０．２％(w/w)
未満のジメチルマラチオンを含む、請求項２９記載の医薬製剤。
【請求項３４】
　前記製剤中のマラチオンが０．０５％(w/w)未満のマラオクソンを含む、請求項２９記
載の製剤。
【請求項３５】
　前記製剤中のマラチオンが０．１％(w/w)未満のMeOOSPSを含む、請求項２９記載の医薬
製剤。
【請求項３６】
　２５℃及び６０％の相対湿度における３ヵ月の貯蔵後、イソマラチオンの量が０．１％
(w/w)以下である、請求項２９記載の医薬製剤。
【請求項３７】
　０．６５％(w/w)の医薬品グレードのマラチオンを含む、請求項２９記載の医薬製剤。
【請求項３８】
　テルピネオール、ジペンテン、松葉油及びイソプロピルアルコールを更に含む、請求項
２９記載の医薬製剤。
【請求項３９】
　７０％(w/w)以上のイソプロピルアルコールを含む、請求項２９記載の医薬製剤。
【請求項４０】
　１２．６７２％(w/w)のテルピネオール、１０．４９３％(w/w)のジペンテン及び０．２
８４％(w/w)の松葉油を含む、請求項２９記載の医薬製剤。
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